
狩猟解禁のお知らせと狩猟期間の延長について
期　間 平成30年11月1日（木） から 平成31年3月15日（金） まで

滋賀県では、増えすぎたニホンジカ・イノシシを減らし農林業および森林被害を無くすため、
ニホンジカ・イノシシの狩猟に限り、平成29年度から狩猟期間が下記のとおり変更されています。

※シカ・イノシシ以外の狩猟鳥獣は、平成30年11月15日（木）から平成31年3月15日（金）まで
《シカ・イノシシの狩猟期間の延長》

住 民 の 皆 さ ん へ

※銃器による狩猟時間は暦による「日の出」から「日の入り」までです。

⇒平成28年度まで 11月15日～3月15日 平成29年度から 11月1日～3月15日

猟 区

鳥獣保護区

日野町と東近江市との境界線

特定猟具使用

禁止区域（銃器、わな）

乱 場

乱 場

特定猟具使用

禁止区域（銃器）

特定猟具使用禁止区域（銃器）

猟 区

日野町と甲賀市との境界線

特定猟具使用

禁止区域（銃器）

特定猟具使用
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猟 区

鳥獣保護区
特定猟具使用禁止区域（銃器）

●山林作業や登山などで入山される時は、事故防止のため、オレンジ
色や黄色などできるだけ目立つ服装を心がけてください。
●危険なハンターや違反者を見たときは、農林課（猟区事務所）また
は東近江警察署生活安全課へ通報してください。

◆問い合わせ先
　農林課　☎0748-52-6563
　東近江警察署
　　　　　☎0748-24-0110

猟区等の区域

猟　区

この区域内は、狩猟期間中（12月29日から翌年1月3日までを除く）の土曜日、
日曜日、祝日のみ狩猟ができます。
【猟区入猟希望の方へ】
・��入猟希望者は、入猟予定日の直近の役場執務時間中に狩猟者登録証の写しを
添えて、農林課（猟区事務所）まで申し込んでください。
・入猟できる狩猟者は、１日につき40�人以内です。
・入猟される場合は、必ず猟区管理者が承認した案内人を付けてください。

特定猟具使用禁止区域（銃器） この区域内は、狩猟期間中でも銃器による狩猟が禁止されています。
特定猟具使用禁止区域（わな） この区域内は、狩猟期間中でもわなによる狩猟が禁止されています。

鳥獣保護区 この区域内は、狩猟が禁止されています。
乱　場 この区域内は、狩猟期間中であれば自由に狩猟ができます。

広報ひの　2018.10.1 24



●ところ／日野町役場玄関前（氏
郷まつり“楽市楽座”2018会場
内）

第３回保育士再就職
支援研修会の開催

　保育士資格をお持ちの方で、現
在、保育士として就業していない
方に、最新の保育事情や実技を学
んでいただき、保育現場への復帰
を支援します。基本的には各日午
前・午後の4回連続講座ですが、
いずれかの講座のみの受講も可
能です。●とき／ 11月7日（水）
午前9：30 ～正午、午後2：00 ～
3：30　11月14日（水）午前9：
30 ～正午、午後1：00 ～ 3：30
●ところ／男女共同参画センター
（近江八幡市鷹飼町80−4）●対
象者／保育資格をお持ちで、県内
の保育施設への就職・再就職を希
望される方●申し込み／ 11月1
日（木）
◆問い合わせ先
滋賀県保育士・保育所支援センター
（一社）滋賀県保育協議会
☎077-516-9090

全国一斉 「女性の人権
ホットライン」強化週間

●期間／ 11月12日（月）～ 11
月18日（日）●時間／午前8：30
～午後7：00（土・日は午前10：
00 ～午後5：00）●相談内容／
夫・パートナーからの暴力、職場
でのいじめ、セクシュアル・ハラ
スメント、ストーカーなど、女性
をめぐる様々な人権問題●相談担
当者／法務局職員及び人権擁護委
員※相談無料（通話料は除く）で、
秘密は厳守します。
◆相談電話番号
0570-070-810
(ゼロナナゼロのハートライン)

全国一斉
法務局休日相談所

●とき／10月7日（日）午前10：
00 ～午後4：00●ところ／大津
びわ湖合同庁舎　１階共用会議室
●内容／●相続・贈与などの登記
●土地の境界●会社・法人の設
立・変更●人権に関すること●戸
籍・国籍に関すること●供託に関
すること●遺言・公正証書など。
◆申込先
大津地方法務局総務課
☎077-522-4772

第８回議会報告会開催のお知らせ
〜町民の皆さんとの意見交換会〜

　議会や町政に対する町民の皆さ
んのご意見を議員にお聞かせくだ
さい。ご都合の良い会場へお気軽
にお越しください。多くの皆さん
のご参加をお待ちしています。

開催日 会　場 時　間

10月16日（火） 南比都佐公民館 午後7：30～
　　9：30

10月17日（水） 日野
公民館

●主催／日野町議会
◆問い合わせ先
　��議会事務局�☎0748-52-6551

最低賃金改定のお知らせ

　滋賀県最低賃金は、平成30年
10月1日から1時間839円とな
ります。
　滋賀県最低賃金は、常用・パー
トなど雇用形態を問わず、県内の
事業所に雇用されるすべての労働
者に適用されます。最低賃金は賃
金の最低額を保障するとともに、
労働条件の改善に重要な役割を果
たしています。（特定の産業には
特定（産業別）最低賃金が定めら
れています。）
◆問い合わせ先
　��滋賀労働局　賃金室
　☎077-522-6654
　東近江労働基準監督署
　☎0748-22-0394

献血のお知らせ

●とき／10月27日（土）午前10：
00 ～正午、午後1：00 ～ 3：30
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お 知 ら せ

布引斎苑休苑日�11月7日（水）

　し尿収集の予約は5日前までにクリー
ンぬのびき広域事業協同組合（☎0748-
23-0107）へ申し込んでください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

11月のし尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです

相 室談
●よろず相談
とき…毎週木曜日
　　　午前9：00～正午

（受付�午前11：30まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室
●行政相談
とき…毎月第3木曜日
　　　午前9：00～正午

（受付�午前11：30まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

町長懇談室
　事前に①希望日、②懇談内容、
③連絡先を担当までお知らせく
ださい。ご連絡いただいたとき
に日程調整いたします。
企画振興課　秘書広報担当　　
☎0748-52-6550

11月10月
10/8（祝） 松吉緑町歯科 東近江市八日市緑町1-3 ☎0748-23-5374

11/3（祝） おがわ東歯科 東近江市佐野町403-7 ☎0748-42-8191

11/23（祝） クラウド歯科 近江八幡市中村町21-12 ☎0748-33-1100

◆問い合わせ先　一般社団法人湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

休日診療の歯医者さん
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